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事業概要 1. 自然エネルギーを利用した事業への出資及び融資
2. 自然エネルギーを利用した事業に対するコンサルタント業務全般
3. 金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業

ですが、3の再生可能エネルギーに関する一般市民が参加したファンド事業の募集、運営が主たる事業となります。

部署 営業部

所在地 〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町３丁目９ 第三田中ビル

連絡先 （電話番号）03-6709-8314
（E-mail）jgf@greenfund.jp

環境省ローカルSDGs
を通じて、実現したい
社会像

（1）再生可能エネルギーが地域に賦存する固有の資源であることを認識し、それを活用する地域ビジネスが全国的
に広がること。

（2）地域の再生可能エネルギー事業に対する投資をその地域住民にも積極的に働きかけ、地域金融機関を通じた資
金のみならず、住民からの直接投資も通じて資金の循環を促すこと。また、再生可能エネルギー事業の働き手を
地域に求めることでその地域における雇用を創出する。

（3）地方で進められる再生可能エネルギー事業への投資を全国に呼びかけ、国民の環境に対する意識を高めるとと
もに、その地域固有の魅力、特産品等を紹介し、交流人口、関係人口を増加させること。
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ローカルSDGsの実現
に貢献できるソリュー
ション

分野 資金調達

例えば、北海道石狩市における風力発電所の建設において、自己資金と金融機関からの融資のみで建設するので
はなく、一般市民が出資者として参加する方法を金融商品取引業者として提供することができます。これにより、大企
業や金融機関のみに還流されていた再生可能エネルギー事業からの利益を、一般市民が享受することができます。
この出資者が再生可能エネルギー事業の行われている地域の住民であれば、その地域内での資金循環になります
し、何よりも地域住民と一体となった再生可能エネルギー事業と作り上げることができると考えます。

URL www.greenfund.jp

上記ソリューションを
提供できる地域につ
いて

全国

自者の特徴 • 約20年前から市民ファンドを用いた再生可能エネルギー事業を行っており、特に「市民風車」として風力発電への
市民ファンドの運営を行ってきたという点では、国内では他に例がないと考えます。

• これまで組成したファンドの本数も20本となり、その数も多い方の会社に分類されます。
• ファンドの中にはすでに満期を迎え、無事償還を果たしたファンドもあり、運営管理の面でも実績はあります。

SDGs経営に向けた自
者の課題や悩み

• 昨今は貸出金利も低く、昔と比べて再生可能エネルギー事業に対して金融機関も貸出しを積極的に行っています。
そのため、市民ファンドを利用せずに自己資金と銀行融資のみで事業を行った場合と比較して、市民ファンドを利
用するとややコスト高となってしまいます。
その結果として、再生可能エネルギー事業において市民ファンドを利用する機運が高まらない現状があります。

• ただ、再生可能エネルギー事業は地域資源を活用した事業であり、地域での資金循環を促進するためには、一定
規模の再生可能エネルギー事業に市民ファンドを必ず導入することを条件とするような施策を必要と考えます。そ
のことを地域や自治体が認識し、事業者に求めていくことが重要と思います。

http://www.greenfund.jp/
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